
商
標
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
参
照
条
文

（
参
照
条
文
一
覧
）

○
商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
五
号
）
（
抄
）

１

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）

２

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

２

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
及
び
千
九
百
七
十
七
年
五
月
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
並
び
に
千
九
百
七
十
九
年
十
月

二
日
に
修
正
さ
れ
た
標
章
の
登
録
の
た
め
の
商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
分
類
に
関
す
る
千
九
百
五
十
七
年
六
月
十
五
日
の
ニ
ー
ス
協
定
（
平
成
元
年
条

約
第
九
号
）
（
抄
）

２

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

○
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三

十
四
年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正

さ
れ
た
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
（
昭
和
五
十
年
条
約
第
二
号
）
（
抄
）

３

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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○
商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
（
抄
）

（
商
品
及
び
役
務
の
区
分
）

第
一
条

商
標
法
第
六
条
第
二
項
の
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
は
、
別
表
の
と
お
り
と
し
、
各
区
分
に
属
す
る
商
品
又
は
役
務
は
、
千
九
百
六
十
七

年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
及
び
千
九
百
七
十
七
年
五
月
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
並
び
に
千
九
百
七
十
九
年
十
月
二
日
に
修
正
さ
れ
た

標
章
の
登
録
の
た
め
の
商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
分
類
に
関
す
る
千
九
百
五
十
七
年
六
月
十
五
日
の
ニ
ー
ス
協
定
第
一
条
に
規
定
す
る
国
際
分
類
に
即
し
て

、
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
。

別
表

第
一
類
〜
第
七
類

（
略
）

第
八
類

手
動
工
具

第
九
類
〜
第
十
三
類

（
略
）

第
十
四
類

貴
金
属
、
貴
金
属
製
品
、
宝
飾
品
及
び
時
計

第
十
五
類

（
略
）

第
十
六
類

紙
、
紙
製
品
及
び
事
務
用
品

第
十
七
類
〜
第
二
十
類

（
略
）

第
二
十
一
類

家
庭
用
又
は
台
所
用
の
手
動
式
の
器
具
、
化
粧
用
具
、
ガ
ラ
ス
製
品
及
び
磁
器
製
品

第
二
十
二
類
〜
第
三
十
四
類

（
略
）

第
三
十
五
類

広
告
、
事
業
の
管
理
又
は
運
営
及
び
事
務
処
理

第
三
十
六
類
〜
第
四
十
一
類

（
略
）

第
四
十
二
類

科
学
技
術
又
は
産
業
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
設
計
、
電
子
計
算
機
又
は
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
の
設
計
及
び
開
発
並
び
に
法
律

事
務

第
四
十
三
類
・
第
四
十
四
類

（
略
）

第
四
十
五
類

冠
婚
葬
祭
に
係
る
役
務
そ
の
他
の
個
人
の
需
要
に
応
じ
て
提
供
す
る
役
務
（
他
の
類
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
警

備

○
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
一
商
標
一
出
願
）

第
六
条

商
標
登
録
出
願
は
、
商
標
の
使
用
を
す
る
一
又
は
二
以
上
の
商
品
又
は
役
務
を
指
定
し
て
、
商
標
ご
と
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
指
定
は
、
政
令
で
定
め
る
商
品
及
び
役
務
の
区
分
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

○
意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
商
標
法
の
一
部
改
正
）
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第
四
条

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

前
項
第
二
号
の
役
務
に
は
、
小
売
及
び
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規

定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
〜
三

（
略
）

○
意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
百
四
十
号
）
（
抄
）

意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
と
す
る
。

○
意
匠
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
（
抄
）

（
定
義
等
）

第
二
条

こ
の
法
律
で
「
商
標
」
と
は
、
文
字
、
図
形
、
記
号
若
し
く
は
立
体
的
形
状
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
結
合
又
は
こ
れ
ら
と
色
彩
と
の
結
合
（
以
下
「
標
章

」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

一

（
略
）

二

業
と
し
て
役
務
を
提
供
し
、
又
は
証
明
す
る
者
が
そ
の
役
務
に
つ
い
て
使
用
を
す
る
も
の
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

２

前
項
第
二
号
の
役
務
に
は
、
小
売
及
び
卸
売
の
業
務
に
お
い
て
行
わ
れ
る
顧
客
に
対
す
る
便
益
の
提
供
が
含
ま
れ
る
も
の
と
す
る
。

３
〜
６

（
略
）

○
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
及
び
千
九
百
七
十
七
年
五
月
十
三
日
に
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
改
正
さ
れ
並
び
に
千
九
百
七
十
九
年
十
月
二
日

に
修
正
さ
れ
た
標
章
の
登
録
の
た
め
の
商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
国
際
分
類
に
関
す
る
千
九
百
五
十
七
年
六
月
十
五
日
の
ニ
ー
ス
協
定
（
平
成
元
年
条
約
第
九
号
）

（
抄
）

第
一
条

特
別
の
同
盟
の
形
成
、
国
際
分
類
の
採
用
並
び
に
国
際
分
類
の
定
義
及
び
用
語

こ
の
協
定
が
適
用
さ
れ
る
国
は
、
特
別
の
同
盟
を
形
成
し
、
標
章
の
登
録
の
た
め
の
商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
共
通
の
分
類
（
以
下
「
国
際
分
類
」
と
い
う
。

(1)
）
を
採
用
す
る
。

国
際
分
類
は
、
次
の
も
の
で
構
成
す
る
。

(2)

類
別
表
（
注
釈
が
付
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
注
釈
を
含
む
。
）

(ⅰ)

商
品
及
び
サ
ー
ビ
ス
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
の
一
覧
表
（
以
下
「
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
順
の
一
覧
表
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
ご
と

(ⅱ)
に
そ
の
属
す
る
類
を
表
示
し
た
も
の
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〜

（
略
）

(3)

(7)

第
二
条

国
際
分
類
の
法
的
効
果
及
び
使
用

・

（
略
）

(1)

(2)同
盟
国
の
権
限
の
あ
る
官
庁
は
、
標
章
の
登
録
に
関
す
る
公
文
書
及
び
公
の
出
版
物
に
、
登
録
さ
れ
る
標
章
に
係
る
商
品
又
は
サ
ー
ビ
ス
の
属
す
る
国
際
分

(3)
類
の
類
の
番
号
を
表
示
す
る
。

（
略
）

(4)

第
三
条

専
門
家
委
員
会

・

（
略
）

(1)

(2)専
門
家
委
員
会
は
、
次
の
こ
と
を
行
う
。

(3)

国
際
分
類
の
変
更
を
決
定
す
る
こ
と
。

(ⅰ)
〜

（
略
）

(ⅱ)

(ⅳ)

〜

（
略
）

(4)

(8)

第
四
条

変
更
の
通
知
、
効
力
発
生
及
び
公
表

専
門
家
委
員
会
が
決
定
し
た
変
更
及
び
専
門
家
委
員
会
の
勧
告
は
、
国
際
事
務
局
が
同
盟
国
の
権
限
の
あ
る
官
庁
に
通
知
す
る
。
国
際
分
類
の
修
正
は
、
通

(1)
知
の
発
送
の
日
の
後
六
箇
月
で
効
力
を
生
じ
、
そ
の
他
の
変
更
は
、
そ
の
変
更
が
採
択
さ
れ
る
時
に
専
門
家
委
員
会
が
定
め
る
日
に
効
力
を
生
ず
る
。

（
略
）

(2)○
千
九
百
年
十
二
月
十
四
日
に
ブ
ラ
ッ
セ
ル
で
、
千
九
百
十
一
年
六
月
二
日
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
、
千
九
百
二
十
五
年
十
一
月
六
日
に
ヘ
ー
グ
で
、
千
九
百
三
十
四

年
六
月
二
日
に
ロ
ン
ド
ン
で
、
千
九
百
五
十
八
年
十
月
三
十
一
日
に
リ
ス
ボ
ン
で
及
び
千
九
百
六
十
七
年
七
月
十
四
日
に
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
改
正
さ
れ
た
工
業

所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
千
八
百
八
十
三
年
三
月
二
十
日
の
パ
リ
条
約
（
昭
和
五
十
年
条
約
第
二
号
）
（
抄
）

第
十
九
条

同
盟
国
は
、
こ
の
条
約
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
限
り
、
別
に
相
互
間
で
工
業
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
特
別
の
取
極
を
行
う
権
利
を
留
保
す
る
。


